
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
要
綱

第
一

特
別
区
の
設
置
に
つ
い
て
の
投
票
に
関
す
る
事
項

一

特
別
区
設
置
協
議
会
は
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
市
町
村
の
長
に
特
別
区
設
置
協
定
書
を
送
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
別
区
設
置
協

定
書
の
要
旨
を
作
成
し
、
併
せ
て
こ
れ
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

二

関
係
市
町
村
の
長
は
、
法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
区
設
置
協
定
書
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、

一
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
た
要
旨
と
併
せ
て
、
こ
れ
を
当
該
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
送
付
す
る
も
の
と

し
、
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
特
別
区
設
置
協
定
書
の
内
容
及
び
要

旨
を
告
示
し
、
か
つ
、
関
係
市
町
村
の
事
務
所
そ
の
他
適
当
な
場
所
に
お
い
て
、
当
該
特
別
区
設
置
協
定
書
を
公
衆
の
閲

覧
に
供
し
、
及
び
投
票
所
の
入
口
そ
の
他
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
を
選
び
、
当
該
要
旨
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

三

全
て
の
関
係
市
町
村
の
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
お
い
て
、
関
係
市
町

村
が
協
議
し
て
定
め
る
同
一
の
期
日
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）



四

市
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
投
票
権
を
有
す

る
も
の
と
し
、
当
該
投
票
に
は
公
職
選
挙
法
の
選
挙
人
名
簿
を
用
い
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
関
係
）

五

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い
て
公
職
選
挙
法
の
う
ち
準
用
し
な
い
規
定
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

六

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
公
職
選
挙
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
六
条
関
係
）

七

関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
各
開
票
区
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
で
同
一
の
政
党
そ
の
他
の

政
治
団
体
に
属
さ
な
い
も
の
の
中
か
ら
、
本
人
の
承
諾
を
得
て
、
開
票
区
ご
と
に
三
人
以
上
五
人
以
下
の
開
票
立
会
人
を

選
任
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
関
係
）

八

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
及
び
そ
の
読
替
え
を
定
め
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

九

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
が
異
議
の
申
出
等
の
結
果
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
無
効
と
な
っ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
異
議
の
申
出
に
対
す
る
決
定
が
確
定
し
た
日
等
か
ら
四
十
日
以
内
に



再
投
票
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
関
係
）

十

関
係
道
府
県
の
知
事
は
、
当
該
関
係
道
府
県
の
議
会
が
特
別
区
設
置
協
定
書
を
承
認
し
、
か
つ
、
全
て
の
関
係
市
町
村

の
長
か
ら
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
関
係
）

十
一

法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
配
布
す
る
公
報
に
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
の
規
定
及
び
そ
の
読
替
え
を
定
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
関
係
）

十
二

一
、
二
及
び
四
か
ら
十
一
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
投
票
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
関
係
）

第
二

特
別
区
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
特
例
に
関
す
る
事
項

一

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
区
の
設
置
（
十
三
を
除
き
、
以
下
「
特
別
区
の
設
置
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
従
来
当
該
特
別
区
の
地
域
の
属
し
て
い
た
関
係
市
町
村
（
以
下
「
旧
所
属
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
長

で
あ
っ
た
者
（
旧
所
属
市
町
村
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
旧
所
属
市
町
村
の
長
で
あ
っ
た
者
の
う
ち
か
ら
そ
の
協
議
に
よ

り
定
め
た
者
）
が
、
当
該
特
別
区
の
区
長
が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三



条
関
係
）

二

特
別
区
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
別
区
の
区
長
の
職
務
を
行
う
者
（
以
下
「
職

務
執
行
者
」
と
い
う
。
）
は
、
予
算
が
議
会
の
議
決
を
経
て
成
立
す
る
ま
で
の
間
、
必
要
な
収
支
に
つ
き
暫
定
予
算
を
調

製
し
、
執
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
関
係
）

三

特
別
区
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
職
務
執
行
者
は
、
必
要
な
事
項
に
つ
き
条
例
又
は
規
則
が
制
定
施
行
さ

れ
る
ま
で
の
間
、
従
来
そ
の
地
域
に
施
行
さ
れ
た
条
例
又
は
規
則
を
当
該
特
別
区
の
条
例
又
は
規
則
と
し
て
当
該
地
域
に

引
き
続
き
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
関
係
）

四

特
別
区
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
別
区
の
選
挙
管
理
委
員
は
、
議
会
に
お
い
て
選
挙
さ
れ
る
ま
で

の
間
、
旧
所
属
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
で
あ
っ
た
者
（
旧
所
属
市
町
村
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
旧
所
属
市
町
村
の
選

挙
管
理
委
員
で
あ
っ
た
者
の
互
選
に
よ
り
定
め
た
者
）
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
関
係
）

五

関
係
市
町
村
は
、
特
別
区
設
置
協
定
書
に
特
別
区
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議

員
の
定
数
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
ら

を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
告
示
さ
れ
た
特
別
区
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選



挙
す
べ
き
議
員
の
定
数
は
、
当
該
特
別
区
の
条
例
に
よ
り
設
け
ら
れ
、
及
び
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
十
七
条
関
係
）

六

特
別
区
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
と
な
る
関
係
市
町
村
及
び
関
係
道
府
県
の
財
産
処
分
に
つ
い
て
は
、
特

別
区
設
置
協
定
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
関
係
）

七

特
別
区
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
従
来
そ
の
地
域
に
お
い
て
旧
所
属
市
町
村
が
処
理
し
て
い
た
事
務
は
、

法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
又
は
特
別
区
設
置
協
定
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
特
別
区
又
は
こ
れ
を
包
括

す
る
道
府
県
が
承
継
し
、
従
来
そ
の
地
域
に
お
い
て
関
係
道
府
県
が
処
理
し
て
い
た
事
務
の
一
部
は
、
法
律
若
し
く
は
こ

れ
に
基
づ
く
政
令
又
は
特
別
区
設
置
協
定
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
特
別
区
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

第
十
九
条
関
係
）

八

七
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
所
属
市
町
村
の
収
支
は
、
そ
の
廃
止
の
日
を
も
っ
て
打
ち
切
り
、
旧
所
属
市
町
村
の
長
で
あ

っ
た
者
が
決
算
す
る
も
の
と
し
、
七
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
承
継
し
た
特
別
区
の
区
長
又
は
道
府
県
の
知
事
に
お
い
て
、

当
該
決
算
を
監
査
委
員
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
意
見
を
付
け
て
議
会
の
認
定
に
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
決
算
の
要
領
を

住
民
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
関
係
）



九

特
別
区
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
旧
所
属
市
町
村
の
長
で
あ
っ
た
者
及
び
関
係
道
府
県
の
知
事
は
、
当
該
特

別
区
の
設
置
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、
そ
の
担
任
す
る
事
務
を
、
七
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
承
継
し
た
特
別
区
の

区
長
若
し
く
は
職
務
執
行
者
又
は
道
府
県
の
知
事
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条

関
係
）

十

九
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
引
継
ぎ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
旧
所
属
市
町
村
の
長
で
あ
っ
た
者
又
は
関
係
道
府
県
の
知
事

は
、
書
類
、
帳
簿
及
び
財
産
目
録
を
調
製
し
、
処
分
未
了
若
し
く
は
未
着
手
の
事
項
又
は
将
来
企
画
す
べ
き
事
項
に
つ
い

て
は
、
そ
の
処
理
の
順
序
及
び
方
法
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
意
見
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

第
二
十
二
条
関
係
）

十
一

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
六
条
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
七
十
七
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び
第

四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
特
別
区
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条

関
係
）

十
二

特
別
区
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
八
条
第
一

項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
必
要
な
読
替
え
を
行
う
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
関
係
）



十
三

一
か
ら
十
二
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
を
包
括
す
る
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
当
該

特
別
区
に
隣
接
す
る
一
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
に
よ
る
特
別
区
の
設
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第

二
十
五
条
関
係
）

第
三

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
（
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。

）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）


